中部ESD拠点推進会議規約

第１条（ 名称，構成 ）
１　この会は，中部ESD拠点推進会議と称する。

２　この会は，会の目的に賛同する中部ESD拠点協議会の団体会員構成員およびその他の個人会員により構成する。
第２条（ 目　的 ）
この会は，国際連合「持続可能な開発のための教育の10年」に賛同し、中部地域の持続可能な発展のための教育を推進する地域拠点（略称「中部ＥＳＤ拠点」）において、中部ＥＳＤ拠点協議会の個人ネットワークとしての役割を果たし、拠点の活動を推進することを通して、全ての人が安心して暮らし、次世代に生き継ぐことのできる持続可能な未来を実現していくことを目的とする。
第３条（ 活　動 ）

この会は、目的を達成するため，次の活動を行うものとする。

１　中部ＥＳＤ拠点活動の促進

２　中部地域の公教育を含むあらゆる教育を推進するための研修・研究会開催

３　会員相互の情報交換、国内外の地域拠点との交流、協働

４　会員の自主活動の企画・実施
５　拠点活動の国連大学への報告協力
６　その他，会の目的達成に必要な活動
第４条（ 会　員 ）

会員は、正会員と准会員の２種とする。

　　・会の目的に賛同して、別に定める会費を納入する個人を正会員とする。

　　・会の活動に協力する個人を准会員とする。

第５条（ 総会 ）
１　総会は、年に１回中部ESD拠点協議会総会の際に開催する。
２　総会において第６条に定める幹事の選出を行う。
３　幹事会が必要と認めた場合は，臨時総会を開催することができる。

第６条（ 幹事会 ）
１　この会は，会の運営のために幹事会を置く。幹事会は総会の承認を得て会の運営にあたる。
２　幹事会は、正会員の中から選出される複数の幹事により構成し、若干名の代表幹事及び顧問を

置く。
３　代表幹事は，幹事会の互選により選出し，会の運営を統括する。
４　幹事及び顧問は，会の運営に参画し、代表幹事の補佐を行う。
５　幹事の任期は，選出された総会から次の総会までの約１年とするが、再選は妨げない。
第７条（事務局）
１　この会は，会の実務を行うために事務局を置く。
２　事務局運営は若干名の幹事が担当する。

第８条（賛助団体）

この会の活動に協力する団体を賛助団体とする。
第９条　（その他）
１　この規約に定めのない事項は、別途定める細則による。

２　この会の年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。ただし、初年度は２００７年９月２４日より２００８年３月３１日までとする。

３　この会の規約は、事前に通知されていた場合は、総会の過半数、事前の通知が無い場合は総会の３分の２の賛成により修正される。
附則　この会の規約は２００７年９月２４日より施行する。

２００８年１１月２９日　会の名称変更含む改正

